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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年８月１８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 火災 

発生日時 令和２年５月２８日 １２時２０分ごろ 

発生場所 兵庫県香美
か み

町香住
か す み

漁港（西港） 

 香住港西防波堤灯台から真方位１５９°４７０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３８.５′ 東経１３４°３７.８′） 

事故の概要 漁船豊海
ほうかい

丸は、係留中、操舵室内で火災が発生した。 

豊海丸は、上部構造物等に焼損を生じ、豊海丸からの延焼により付

近に係留中の漁船濱昭
はましょう

丸、漁船海晴
かいせい

丸、漁船第五北斗
ほ く と

丸、漁船第二

とび丸、及び他の僚船２隻の上部構造物等にそれぞれ焼損が生じた。 

事故調査の経過 令和２年５月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 豊海丸、２.８トン 

ＨＧ３－５０３８２（漁船登録番号）、個人所有 

９.９５ｍ（Lr）×２.３６ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１５４kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６

１年３月１３日 

Ｂ 漁船 第二とび丸、４.５０トン 

ＨＧ３－２９４６３（漁船登録番号）、個人所有 

１１.２４ｍ（Lr）×２.１５ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５３年１１月５日 

Ｃ 漁船 第五北斗丸、４.０８トン 

ＨＧ３－２８９５４（漁船登録番号）、個人所有 

１０.６３ｍ（Lr）×２.２５ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１９４kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５

５年４月２５日 

Ｄ 漁船 海晴丸、４.７トン 

ＨＧ３－２９３２２（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９６ｍ（Lr）×２.９７ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３６８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５

９年３月３０日 

Ｅ 漁船 濱昭丸、４.１１トン 
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ＨＧ３－２８７７２（漁船登録番号）、個人所有 

９.９５ｍ（Lr）×２.４２ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、１６２kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５

３年６月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ３０歳 

 一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２３年７月１１日 

    免許証交付日 平成２８年６月１７日 

           （令和３年７月１０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ船 上部構造物等に焼損（全損） 

Ｂ船 上部構造物等に焼損（全損） 

Ｃ船 上部構造物等に焼損（全損） 

Ｄ船 上部構造物等に焼損（全損） 

Ｅ船 上部構造物等に焼損（全損） 

その他の僚船２隻 外板に軽微な焼損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ３ 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船及び十数隻の僚船は、‘香住漁港（西港）の南西方に伸びる岸

壁’（以下「本件岸壁」という。）に船首を岸壁に向けて約５ｍの間隔

で順に並び、船首部には岸壁と繫
つな

ぐ複数の係船索を取り、船尾部には

船固め用の錨２個を入れ、いずれも無人の状態で係留していた。 

地元消防団の元団員であり本件岸壁近くの住人（以下「第一発見

者」という。）は、令和２年５月２８日１２時２０分ごろ玄関を出た

ところ、白煙が立ち昇るのを見て不審に思い、本件岸壁付近に行くと

係留中のＡ船の操舵室付近で火災が発生していることを認めた。 

第一発見者は、１２時３０分ごろ自宅に戻って家族に１１９番通報

を依頼し、その家族が１１９番通報中、本件岸壁での黒煙の立ち昇り

が大きくなっていく状況が家の窓から見えた。 

第一発見者は、付近にある消火設備（消火ホース等）を準備し、近

所の住民３人とともにＡ船に向けて放水を始めたものの、最大瞬間風

速毎秒約７ｍの北北東の風にあおられて火勢が衰えず、右舷隣に係留

中のＢ船等に延焼し始めた。 

漁業協同組合の職員は、本件岸壁付近の騒ぎに気付いて出向き、付

近にいた関係者からの情報によりＡ船から出火したことを知った。 

Ｂ船、Ｃ船及びＤ船は、Ａ船からの火炎または火の粉が瞬
またた

く間に

各船の上甲板にある可燃物等に引火し、係船索及び錨索が焼損して切

断した後、延焼しながら各々の係留場所から次第に離れ、風下となる

南西方向に流され始めた。（図１参照） 
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図１ 各船の係留状態（参考図） 

Ａ船及びＥ船は、他船同様に激しく上甲板が燃焼したものの、係留

索等の一部が燃えなかったので本件岸壁付近にとどまった。 

その他の僚船は、各々の船長が、被災船の動きや強風の状況等を見

極めながら、本件岸壁から避難させるなどしたものの、Ａ船左舷隣の

１隻、及びＥ船の風下側に係留されていた１隻の計２隻が外板等に軽

微な焼損を生じた。  

地元消防署は、通報を受けて消防車等を出動させるとともに海上保

安庁に通報し、１２時４２分ごろ本件岸壁に到着した後、地元消防団

員と共に各船の消火作業を行い、１４時２２分ごろ鎮火を確認した。 

Ｂ船、Ｃ船、Ｄ船及びＥ船は、Ｂ船、Ｃ船及びＤ船が‘本件岸壁南

西に位置する船舶修繕施設の上架用傾斜路’（以下「スロープ」とい

う。）付近の浅瀬で水船の状態となるなどし、また鎮火後にＡ船と共

に本件岸壁付近で係留していたＥ船が転覆して沈没し、後日、Ａ船を

含めたいずれの船も香住漁港（東港）の岸壁に陸揚げされて解体され

た。 

軽微な焼損を生じたその他の僚船２隻は、後日修理された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 火災現場（本件岸壁）、写

真２ 火災現場（漂着後）、写真３ 全焼した各船（陸揚後）、写真

４ Ａ船の焼損状況（上甲板）、写真５ Ａ船の焼損状況（上甲板

前方）、写真６ Ａ船の焼損状況（機関室） 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、本事故当時、Ａ船とは別の ‘ふだん乗り組んでいる底

びき網漁船’（以下「底引船」という。）に乗って操業中であり、本事

故発生直後に連絡を受けてＡ船火災の発生を知り、２８日夜底引船を

下船した後にＡ船に向かい、焼損の状況等を確認した。 

Ｂ船、Ｃ船、Ｄ船及びＥ船の各船長は、本事故当時、在宅中であ

り、本件岸壁付近に住む親戚や関係者等からの連絡を受け、直ちに本

件岸壁に出向いたものの、１２時４５分ごろには既に自船が激しく燃



- 4 - 

えて係留場所から離れつつある状況で手の施しようがなかった。 

船長Ａは、平成２９年Ａ船を中古で購入し、６月から８月までの底

引船の休漁期、及び９月から翌５月の間に底引船から一時下船して自

宅に戻った時、Ａ船を用いて香美町北方沖で操業など行っており、本

件岸壁に係留して離船する際、電気設備の全ての電源を切っていた。 

船長Ａは、令和２年５月初旬にスロープで船底掃除及び主機の潤滑

油の交換など行った後に本件岸壁付近で試運転を実施した結果、主機

及び電気設備に異状を認めなかった。 

船長Ｂは、船長Ａが底引船に乗船中、Ｂ船の左舷隣に係留している

Ａ船の状況が気掛かりとなり、自ら約３日ごとに係留状態等を確認し

ており、本事故発生前日に確認した時には異状を認めなかった。 

消防本部の火災調査書によれば、Ａ船は、機関室の天井構造物以外

に機関室内で可燃物が燃焼した形跡がなく、操舵室付近が激しく焼け

落ちているので、操舵室内右舷前方壁付近が火元と断定され、その付

近の電源の主スイッチに接続されている電気配線からの出火が強く疑

われるとしたものの物的証拠等が得られず、本事故の原因（発火源、

経過、着火物）が不明とされた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

あり 

Ａ船は、最大瞬間風速毎秒約７ｍの北北東の風が吹く状況下、香住

漁港（西港）の本件岸壁に船首を向けて係留中、操舵室内右舷前方壁

付近から出火した可能性があると考えられる。 

Ｂ船、Ｃ船、Ｄ船及びＥ船は、Ａ船と同じく本件岸壁に船首を向

け、Ａ船の風下側に約５ｍ間隔で並んで係留されていたことから、本

事故当時の風にあおられて短時間のうちに順次延焼したものと推定さ

れる。 

Ａ船は、操舵室内の電気配線から出火して付近の可燃物に着火して

延焼した可能性があると考えられるが、焼損の状況が激しく出火元や

原因等を明らかにすることができなかった。 

原因 本事故は、最大瞬間風速毎秒約７ｍの北北東の風が吹く状況下、Ａ

船が香住漁港（西港）の本件岸壁に船首を向けて係留中、操舵室内右

舷前方壁付近から出火したことにより発生した可能性があると考えら

れる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船舶所有者は、社団法人日本船舶電装協会が発行した刊行物「漁

船の電気火災を防止しよう！」を参考に電気設備の点検整備を確

実に行い、船齢２０年を目安に古くなった電気設備には更新を進



- 5 - 

めること。 

 

 



- 6 - 

付図１ 事故発生場所概略図  

 

 

写真１ 火災現場（本件岸壁） 写真２ 火災現場（漂着後） 

  

事故発生場所 

（令和２年５月２８日 

 １２時２０分ごろ発生） 

スロープ 
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写真３ 全焼した各船（陸揚後） 

 

写真４ Ａ船の焼損状況（上甲板） 

 

写真５ Ａ船の焼損状況 

      （上甲板前方） 
写真６ Ａ船の焼損状況（機関室） 

 

 

 


